和歌山市アクセラレーションプログラム事業委託業務仕様書

１　業務名
和歌山市アクセラレーションプログラム事業委託業務

２　事業趣旨
人口減少や高齢化が進む中、単に地域外から人や資本を呼び込むだけでは地域の継続性を保つことが困難であるため、地元に暮らす人をはじめ、地域と関わりを持つ多様な人材が、課題を解決しながら収益を生み出す仕組みを築くことにより、地方で稼ぐ力を高め、新しい地方経済を創出することが求められている。地域で高付加価値を生み出す産業を創出し、経済活性化を図るためには、行政だけでは対応困難な地域課題を解決できる起業家やスタートアップ等への支援や人材を育成する環境の整備に取り組む必要がある。
本事業は、医療、福祉、子育て、環境、地域交通など、行政だけでは対応が難しい地域課題の解決に資する起業家やスタートアップ等の創出・育成を目的とし、地域課題の解決を目指すビジネスアイデアの事業化に向けた実践的知識を習得するための短期集中型のカリキュラムを実施するとともに、伴走型支援としてメンタリングを行うものである。
３　委託業務の内容
本委託業務の公募に応募する際の提案資料は、下記の内容を踏まえて作成すること。
（１）アクセラレーションプログラムの企画・運営に係る業務
ア　目標
　地域課題の解決に意欲をもつ起業希望者や起業間もない個人、事業者等が持つ優れたビジネスアイデアをブラッシュアップし、その事業化を目指す。
イ　参加対象者
　参加対象者は、本市で起業を行おうとする者又は既に起業等を行っている者であって、地域課題の解決と事業成長の両立を目指し、地域の新たな担い手として主体的に取り組む者とする。

　なお、ここでいう「起業等」には、事業者による新規事業の立ち上げや第二創業、社内ベンチャー等の新たな事業の開始を含むものとする。
　ただし、本市外での起業等を検討している者であっても、そのビジネスアイデアの成長性や将来性が高く、将来的な本市への進出や地域経済への波及効果が期待できると認められる場合は、対象に含めることができるものとする。

ウ　内容
（ア）プログラムの周知、募集・選定
　・ホームページやパンフレットの作成、SNSターゲティング広告等の活用による事業周知や参加対象者の掘り起こしを行うこと。
　・起業や新たな事業の創出に関心を持つ層を対象とした募集説明会（プレイベント）を開催すること。当該イベントにおいては、本事業の趣旨、対象要件、選定方法、支援機関、支援内容等の説明にとどまらず、本事業への応募意欲を喚起する効果的な工夫を行うこと。
　・外部審査員を交えた公平かつ公正な選定方法により、プログラムへの参加を希望する者から５名程度を選定。選考基準や最終的な参加人数については、市と協議の上、決定すること。
（イ）短期集中型のカリキュラムの実施
　　地域課題解決に取り組む起業家やスタートアップ、ローカルゼブラ企業等への支援実績を有する者を講師として参加させることとし、事業化に必要な知識や実践的ノウハウを習得するための支援を実施する。
また、プログラム参加者の属性（起業希望者、事業者等）の違いによる課題の差異に配慮し、実施回数や形式（講座、ワークショップ、地域フィールドワーク等）については、参加者の学習効果の最大化が図られるよう、最適なカリキュラムを編成し、実施すること。
開催方法はオフラインを原則とするものの、一部オンラインを組み込むことを妨げない。
（ウ）伴走型支援としての個別メンタリングの実施
プログラム参加者に対し、個別メンタリングやビジネスパートナーとのマッチング等を実施し、ビジネスプランの早期実現や持続的な経営に必要となる支援機関等との関係構築を目指す。
　　　・参加者１名につき最適なメンターを１名以上配置し、個別メンタリングを実施すること。

　　　・個別メンタリングの実施方法は、対面のほか、オンラインでの実施も可とし、参加者の利便性、支援の効率性等を十分に考慮し、プロジェクトの成果が最大となるよう適切な手法を選択すること。
・個別メンタリングでは、課題の整理、事業モデルの検証、販路開拓等に関する助言を行うとともに、参加者の進捗状況に応じた支援計画を策定すること。
・プログラムの円滑な運用を行うために、参加者に対し、適宜フォローアップを行うとともに、プログラム終了後も参加者が持続的な経営を行うことができるよう、ビジネスパートナー等とのネットワーク構築を行うこと。
（エ）成果発表会の実施
　　プログラム参加者のビジネスパートナー獲得やネットワーク構築を幅広く支援するとともに、本市におけるスタートアップ・エコシステム形成につながるよう成果発表会を実施する。
　　・ネットワーク構築の効果を最大化するため、周知・集客方法や実施時期について工夫すること。
　　・イベントでは、プログラム参加者のピッチ及び審査員等からの講評・フィードバック、起業家や市内企業等関係者によるパネルディスカッション等、参加者にとって学び・交流の場であると同時に、地域課題の解決と事業成長の両立を目指す事業について、市内の機運醸成を図るものとなるよう留意すること。
　　・本イベントは市内でのオフライン、オンラインのハイブリッド開催とし、参加者３０名程度を想定すること。
　　・イベントの内容及び審査員は市と協議の上決定し、審査員の調整、謝金の支払い等を行うこと。
（２）その他
　・本市が令和７年度に締結した「和歌山市における起業家支援及び地域産業の振興に関する連携協定」及び「和歌山市におけるスタートアップ・エコシステムの構築に向けた連携協定」の趣旨を十分に踏まえ、当該協定に基づく取組や関係機関との効果的な連携を図り、相乗効果を創出するよう努めること。
　・県や金融機関、支援団体等が実施する創業支援事業との連携に努めること。
　・業務の実施にあたっては、業務内容を十分に理解し、市と連絡を密に取りながら誠実に履行すること。
４　事業実施報告及び効果測定
（１）事業完了後に下記の内容を含めた事業実施報告書を提出すること。
ア　事業実施概要の報告
短期集中型カリキュラムや個別メンタリングの実施状況、広報手段等、本事業において実施した内容を取りまとめ報告すること。
イ　参加者へのアンケート調査
　プログラム及び個別メンタリングの満足度等に関するアンケート調査を行い報告すること。
ウ　事業関係者へのアンケート調査
　講師、成果発表会に参加した企業、支援機関等の関係者に対し、アンケート調査を行い報告すること。

エ　事業精算書
　事業精算書を別紙様式のとおり報告すること。

（２）効果測定報告書の提出
事業実施の結果を踏まえ本事業の効果測定を行い、次年度以降に向けた事業改善の提案をすること。
５　対象となる経費
対象となる経費は、事業に従事する社員の賃金、通勤手当及び社会保険料等の人件費、周知広報経費、講師謝金、資料等の作成に係る印刷製本費、使用料・賃借料、その他事業を実施するために必要と認められる経費である。なお、飲食代、交際費、受講者に係る費用（旅費等）は、対象経費にあたらない。
財産の取得は原則認めないので、リース又はレンタルで対応するものとし、やむを得ず財産を取得する場合については、事前に和歌山市と協議するものとする。
６　その他

（１）本事業は、国の交付金を活用した事業であるため、会計検査院の実地検査等の対象となる場合がある。

（２）他に行っている事業と明確に区分した経理処理を行うこと。また、会計帳簿等の帳簿類は事業終了後５年間保管すること。

（３）本仕様書に定めのない事項が発生し業務の遂行上実施する必要がある場合は、和歌山市と受託者双方で協議のうえこれを実施するものとする。
（４）予算の範囲内において、自社のノウハウを生かし最大限の効果を発揮する提案をすること。
（５）提案に際しては実施要領の評価項目、評価基準及び配点を参考にすること。
（６）委託業務の内容について、契約後により効果的な実施方法がある場合、提案することも可とする。なお、提案の採用については協議の上決定する。
（７）本業務の進捗状況については和歌山市の担当者に適宜報告すること。また求めに応じ随時必要な資料を提出すること。
令和　　年　　月　　日
和歌山市アクセラレーションプログラム事業　事業実施報告書
和　歌　山　市　長　　あて
住　　所
名　　称
代表者名
令和　　年　　　月　　日付けで契約した委託契約により実施した「和歌山市アクセラレーションプログラム事業」が終了したので、関係書類を添えて報告します。
（別紙）
和歌山市アクセラレーションプログラム事業精算書
                                                            社名                            
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令和　　年　　月　　日
和歌山市アクセラレーションプログラム事業　効果測定報告書
和　歌　山　市　長　　あて
住　　所
名　　称
代表者名
令和　　年　　　月　　日付けで契約した委託契約により実施した「和歌山市アクセラレーションプログラム事業」の効果測定を実施したので、関係書類を添えて報告します。
